
事業所名： 作成日：

点検項目 点検事項 点検書類等

①事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の
建物若しくは事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」とい
う。）に居住する利用者（１月当たりの利用者が50人以上居住する
建物に居住する利用者を除く。）

□
所定単位数の
100分の90

②１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用
者

□
所定単位数の100
分の90

③１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物
の利用者

□
所定単位数の100
分の85

④正当な理由なく、算定日の属する月の前６月間に提供した訪問介
護サービスの提供総数のうち、①の割合が100分の90以上

□
所定単位数の100
分の88

初回加算 過去２月の利用実績がない □ 該当 サービス提供記録等

サービス提供責任者による訪問介護の提供又は同行訪問 □ 該当

特別地域加算 厚生労働大臣の定める地域 □ 該当

中山間地域等における小規模
事業所加算 厚生労働大臣の定める地域＋事業者規模要件

　訪　問　介　護：１月あたり延べ訪問回数 200回以下
　第１号訪問事業：１月あたりの平均実利用者数が５人以下

□ 該当

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算 厚生労働大臣の定める地域へ通常の実施地域を越えてサービス提供 □ 該当

同一の建物等

点検結果

【　注　意　】
・この加算等自己点検シートは「第１号訪問事業」用です。
・「訪問介護」等の介護給付費に関する加算等自己点検シートは市ホームページよりダウンロードをお願いします。

加算等自己点検シート（第１号訪問事業費）

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（1/3）



点検項目 点検事項 点検書類等点検結果

生活機能向上連携加算(Ⅰ）
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション事業所又は医療
提供施設の理学療法士等が、ICTの活用等により利用者の状況につ
いて把握して助言を行い、助言に基づいてサービス提供責任者が
行った生活機能アセスメント

□ あり

生活機能の向上を目的とした訪問介護計画の作成及び計画に基づく
訪問の実施

□ あり

当該計画に基づく初回のサービス提供が行われた日の属する月 □ 該当

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（2/3）



点検項目 点検事項 点検書類等点検結果

生活機能向上連携加算(Ⅱ)
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション事業所又は医療
提供施設の理学療法士等とサービス提供責任者が利用者の居宅を訪
問して行った生活機能アセスメント

□ あり

生活機能の向上を目的とした訪問介護計画の作成及び計画に基づく
訪問の実施

□ あり

初回の訪問介護が行われた日の属する月以降３月間 □ 該当

生活機能向上連携加算（Ⅰ）を算定していない □ 該当

指定相当訪問型サービス事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状
態に係る評価を行うにあたり、歯科訪問診療料の算定実績のある歯
科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士と相
談できる体制を確保し、その旨を文書で交わしている

□ 該当

他の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔・栄
養スクリーニング加算を算定（栄養状態のスクリーニングを行い、
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定している場合を除
く。）

□ 非該当

指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅
療養管理指導費を算定（口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管
理指導が必要であると医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を
行った日の属する月を除く。）

□ 非該当

当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者につい
て、口腔連携強化加算を算定

□ 非該当

※　高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未策定減算については、訪問介護と一体的に加算点検を行ったとみなす取扱いとする。

口腔連携強化加算

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（3/3）


